


住宅借入金等特別控除

住宅耐震改修特別控除

住宅ローン残高の１％控除（10年間）

標準的な工事費用相当額の10％控除（上限25万円）

※金利は毎月改定されます。

マップは、白石町ホームページ（https://www.town.shiroishi.lg.jp/)で公開しています。

耐震改修工事や耐震補強工事を行う場合のリフォーム
融資として、以下のような融資制度があります。
詳しくは、住宅金融支援機構（0120-0860-35）へ
お問い合わせください。

耐震リフォームを対象とした減税制度として、以下のような
税制優遇措置があります。所得税額の控除については税務署
へお問い合わせください。
また、耐震リフォーム後は固定資産税が減税されます。
詳しくは、白石町役場 税務課 へお問い合わせください。


